
所得段階 対　　象　　者 保険料の割合 年間保険料

第１段階 生活保護受給者または市民税非課税世
帯で老齢福祉年金受給者 基準額× 0.5 25,014 円

第２段階
市民税非課税世帯で、本人の前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が80万円
以下の人

基準額× 0.5 25,014 円

第３段階 市民税非課税世帯で、第 2段階に該
当しない人 基準額× 0.75 37,521 円

第４段階
世帯に市民税課税者がいて本人が市民
税非課税で、本人の前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額× 0.9 45,026 円

第５段階 世帯に市民税課税者がいて本人が市民
税非課税で、第 4段階に該当しない人 基準額 50,028 円

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 125万円未満の人 基準額× 1.15 57,533 円

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が125万円以上200万円未満の人 基準額× 1.25 62,535 円

第８段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が200万円以上300万円未満の人 基準額× 1.5 75,042 円

第９段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が 300万円以上の人 基準額× 1.75 87,549 円

あ
な
た
自
身
や
家
族
の
将
来
を
支
え
る

介
護
保
険
の
こ
と
、
知
っ
て
い
ま
す
か

　
介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ
う
と
い

う
も
の
で
す
。
介
護
保
険
制
度
の
運
営
は
、
40
歳
以
上
の
人
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
と
国
・
県
・

市
の
負
担
金
な
ど
の
公
費
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
40
～
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
料
と
一
括
し

て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保
険
者
）は
受
給
中
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天

引
き
）
す
る
か
、
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
は
、
７
月
に
本
算
定
を
行
い
、
そ
の
算
定
結
果
に
基
づ
い
て
、

７
月
中
旬
に
第
１
号
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。

　

今
回
お
届
け
す
る
通
知
書
の
保
険
料
額
は
、
前
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
た

今
年
度
の
住
民
税
の
課
税
状
況
を
基
に
保
険
料
段
階
で
算
定
し
た
も
の
で
す
。 

　

40
歳
以
上
の
人
が
納
め
る
保
険
料
な
ど

を
財
源
と
し
て
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た

と
き
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
し
く
み
で
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

介
護
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
住
民
福

祉
課
へ
申
請
し
、
要
支
援
ま
た
は
要
介
護

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

▼
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん

＊
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

＊
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
の

　

申
請
を
し
ま
す
。

＊
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

　

し
て
、
利
用
者
負

　

担
を
支
払
い
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

◦
社
会
福
祉
法
人

◦
医
療
法
人

◦
民
間
企
業

◦
非
営
利
組
織　

な
ど

＊
所
在
地
都
道
府
県
や
市
町
村
の

　

指
定
を
受
け
ま
す
。

＊
在
宅
サ
ー
ビ
ス
・
施
設
サ
ー
ビ

　

ス
を
提
供
し
ま
す
。　

▼
保
険
者
（
伊
賀
市
）

＊
介
護
保
険
制
度
を
運
営
し
ま
す
。

＊
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。

＊
要
介
護
認
定
を
行
い
ま
す
。

＊
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

　

確
保
や
整
備
を
し

　

ま
す
。

■
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

■
介
護
保
険
制
度
の
し
く
み

【
問
い
合
わ
せ
】

　
介
護
高
齢
福
祉
課

　
☎
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要介護認定の
申　請

要介護認定・
保険証の交付

介護サービスの
提　供

利用者負担
（１割）の支払い

介
護
報
酬
（
９
割
）
の
支
払
い
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■
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

平
成
22
年
度
決
算※収支差額 757 万円は国・県負担金の超過交付額返還金や介護保険給付費準備基金の積立金として　

翌年度に繰り越されます。

歳入

保険料
12億 8,243万円

国庫支出金
18億 7,791 万円

歳入
県支出金
11億 1,659万円

支払基金交付金
23億 739 万円

その他の収入
1億 2,080 万円繰入金

13億 1,332万円

歳出

保険給付費
75億 512 万円

総務費
2億 9,222 万円

包括的支援事業
任意事業費
1億 689 万円

介護予防支援事業費
4,555 万円

その他の支出
6,109 万円

計 80 億 1,087 万円

■
市
の
要
支
援
・

要
介
護
認
定
者
数

（
平
成
23
年
３
月
末
現
在
）

計 6,323 人

要支援１
864 人

要介護 2
1,143 人

要支援 2
949 人

要介護１
1,163 人

要介護５
663 人

要介護３
791 人

要介護 4
750 人

■
市
の
サ
ー
ビ
ス
体
系
別

給
付
費
内
訳
（
平
成
22
年
度
）対前年比：6.7％増

施設サービス費
27億 7,697 万円

計 75 億 513 万円

居宅介護サービス費
35億 4,692 万円

介護予防サービス費
2億 4,210 万円

その他の保険給付費
4億 9,409 万円

地域密着型サービス費
4億 4,505 万円

対前年比：3.9％増

計 80億 1,844 万円

■
保
険
料
の
納
め
方

　

保
険
料
の
納
付
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
が
基
本

で
す
が
、
一
部
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付
（
普
通
徴
収
）

の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
特
別
徴
収
の
場
合　

　

老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の
受
給
額
が
年
額

18
万
円
（
月
額
１
万
５
千
円
）
以
上
の
人
は
、
年
金
か
ら
保
険
料
を

天
引
き
し
ま
す
の
で
、
被
保
険
者
の
人
が
改
め
て
納
付
の
手
続
き
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
普
通
徴
収
の
場
合　

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
は
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
か

口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

◦
老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18

 
万
円
（
月
額
１
万
５
千
円
）
未
満
の
人

◦
年
金
の
年
額
が
18
万
円
以
上
で
次
に
該
当
す
る
人

　
＊
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
り
、
第
１
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
人

　
＊
年
度
途
中
で
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
、
被
保
険
者
と
な
っ
た
人

　
＊
年
度
当
初
４
月
１
日
現
在
で
年
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人

　
＊
年
金
の
現
況
届
の
提
出
が
遅
れ
た
人

　
＊
年
金
を
担
保
に
し
て
資
金
の
貸
付
を
受
け
た
人

　
＊
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

■
納
付
書
で
納
め
る
人
へ

　
保
険
料
は
各
納
付
書
に
記
載
の
納
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
口
座
振
替
の
手
続
き
を
す
る
と
納
め
忘
れ
も
な
く
便
利
で
す
。

※
口
座
振
替
の
依
頼
用
紙
は
市
内
の
各
金
融
機
関
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

■
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
…

　

滞
納
し
た
期
間
に
応
じ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
が
１

割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
高
額
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の

支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


